
厚生労働省発職高０３２１第６号

労働政策審議会

会長 諏訪 康雄 殿

厚生労働省設置法第９条第１項第１号の規定に基づき、別紙「勤労青少年福祉推進

者に関する省令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省

令案要綱」について、貴会の意見を求める。

平成２５年３月２１日

厚生労働大臣 田村 憲久

MKCIS
タイプライターテキスト
資料2-1①

MKCIS
長方形



勤
労
青
少
年
福
祉
推
進
者
に
関
す
る
省
令
及
び
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
案
要
綱

第
一

勤
労
青
少
年
福
祉
推
進
者
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正

（
略
）

第
二

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
の
資
格
要
件
に
つ
い
て
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
、
高
等
学
校
卒
業

程
度
認
定
試
験
に
合
格
し
た
者
等
を
含
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



厚生労働省発職高０３２１第５号

労働政策審議会

会長 諏訪 康雄 殿

厚生労働省設置法第９条第１項第１号の規定に基づき、別紙「障害者の雇用の促進

等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求め

る。

平成２５年３月２１日

厚生労働大臣 田村 憲久

MKCIS
タイプライターテキスト
資料2-1②

MKCIS
長方形



1

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

障
害
者
雇
用
調
整
金
及
び
報
奨
金
の
申
請
書
の
添
付
書
類
の
追
加

障
害
者
雇
用
調
整
金
及
び
報
奨
金
の
申
請
書
を
提
出
す
る
際
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
三
百
人
以
下
で
あ
る

事
業
主
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
雇
用
す
る
身
体
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
等
の
障
害
の
種
類
及
び
程
度
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
並

び
に
当
該
障
害
者
の
労
働
時
間
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告
書
の
添
付
書
類
に
係
る
記
載
事
項
の
追
加

障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告
書
の
添
付
書
類
に
記
載
す
る
事
項
に
、
身
体
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
等
の
労
働
時
間
の
状
況

を
明
ら
か
に
す
る
事
項
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



2

二

経
過
措
置

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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